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　浦臼町立診療所での１月の日程は、以下のとおりです。
　下記の対象に該当する方で接種を希望される方は、予約をお願いします。
　今回使用するワクチンは、オミクロン株対応の２価ワクチン（ファイザー）です。
　（なお、オミクロン株対応ワクチンは、現時点ではひとり１回の接種とされています）

○接種対象者
　初回（１・２回目）接種を完了し、前回の接種から３ヵ月を経過した１２歳以上の方

※６０歳以上の方で、浦臼町立診療所で４回目の接種をされた方へは、前回同様接種日時を決めさせていた
だいていますので、予約は不要です。緑色の封筒で１２月下旬に郵送していますので、接種日や時間の確
認をお願いします。お送りしている日時で都合の悪い方、今回の接種は希望されない方は、必ずご連絡く
ださい。

○予約が必要な方
　・５９歳以下の方
　・６０歳以上の方で、前回の接種を町外の医療機関や施設で受けた方
　・初回接種を希望される方（１２歳以上）→オミクロン株対応ワクチンではなく、従来型のワクチンにな
　　ります。

○予約について
　①電　話：６９－２１００　平日８時３０分～１７時１５分
　②ＦＡＸ：６８－２２８９
　③メール：vaccine5@town.urausu.lg.jp
　※予約時は、次の内容を記載し送信（電話連絡）してください。 
　　接種者の氏名（フリガナ）／生年月日／連絡のつく電話番号／接種希望日時（第１～３希望まで）
　※予約状況により必ずしも希望日時にならないこともありますので、ＦＡＸ、メールで予約された方には、
　　保健センターより折り返し日時確定の連絡をさせていただきます。

※受付時間については、空きがあれば他の時間で予約が可能な場合がありますので、お問い合わせください
（１月の日程については、上記の日程のみになります）。 
※日程の追加など接種体制に変更があった場合は、広報やホームページでお知らせします。

新型コロナウイルスオミクロン株対応ワクチン接種のご案内

※接種については、右のＱＲコード
　からも確認できます。

お問い合わせ　福祉課保健指導係（保健センター）　電話：６９－２１００ 

接種日 受付時間 接種日 受付時間 接種日 受付時間

1 １３日
（金）

１５: ３０
3 ２０日

（金）

１５: ３０
5 ２５日

（水） １７: ４０
１６: ００ １６: ００
１６: ３０ １６: ３０

6 ３１日
（火） １７: ４０

2 １８日
（水） １７: ４０ 4 ２４日

（火） １７: ４０

１月
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　浦臼の野菜をできるだけ使用して月に１回町民が開く、町民のための食堂です。
　新型コロナウイルス感染症対策により、予約制での開催といたしますので事前にお申し込みをお願い
します。マスク着用のうえ、ぜひお越しください！
日　　時：１月２１日（土）１１:３０～１３:３０
　　　　※１１:３０から３０分ごとの時間予約制です。
メニュー：しょうが焼き定食
　　　　　テイクアウトも出来ます（予約個数限定）
料　　金：大人２００円　１８歳以下無料

※新型コロナウイルスの感染状況等により、中止となる場合があります。

だれでも食堂のご案内

開催場所：ふれあいの家（中央団地敷地内）
申 込 先：電話：０９０－２８１１－８１９６
　　　　　代表　鎌田眞美

浦臼町高齢者世帯等除雪費助成事業

　１０月の全戸配布チラシにて周知をしていますが、申込みをされてない方はいませんか。
　浦臼町では除雪作業が困難な高齢者等の世帯に対し、業者等に支払った費用の一部を助成し、経済的負担
の軽減と安全安心な在宅生活を支援します。

○助成対象となる除雪作業
　ご自身がお住まいの家屋（店舗兼住宅を含む）の屋根雪下ろしや窓の明かり取りをはじめ、隣接する車庫
や物置の除雪、それら建物が所在する敷地の除排雪に係る作業が対象です。　
※１１月１日（火）から令和５年３月３１日（金）までに行った除雪作業で令和５年３月３１日までに支払
　を終えているものが助成の対象です。

○助成対象となる世帯
　申請日時点で下記のいずれかに該当
（１）７０歳以上の者のみで構成される世帯　　　
（２）身体障害者手帳１級・２級又は肢体不自由区分の下肢や体幹に該当する者のみで構成される世帯
（３）母子及び父子並びに寡婦福祉法による母であって、児童を扶養している世帯
（４）要介護１以上の介護認定を受けている単身者世帯
（５）（１）～（４）に該当する者のみで構成される世帯
（６）その他町長が特に必要があると認めた世帯（同居の家族の入所や長期入院等）　
※生活保護受給世帯、町税の滞納がある世帯は対象となりません。

○助成額
　業者等に支払った額の２分の１（千円未満の端数は切り捨て）、５万円を限度として助
成します。
※業者等には、個人（例えば･･･ 近所の方や知人）による請負を含みます。

○申込み方法
　対象と思われる方は、福祉課介護福祉係にご連絡ください。

　申込みとなった方に申請書を送付いたします。その後、依頼する業者等に保健センターに委託契約書様式
を取りに来ていただきます。助成を受けるには、業者等との委託契約が必要となります。
※申請手続きについては、申込時にお伝えいたします。

お申し込み・お問い合わせ　福祉課介護福祉係（保健センター）　電話：６８－２２８８


